




マイクロ波ＩＤプレートシステムの留意事項

No.１／４

当社のマイクロ波ＩＤプレートシステムのご使用に際し、ご留意いただく事項〔１〕～〔４〕を示します。
　　〔１〕制御機器ご使用に際してのご注意事項 ⇒ 下記
　　〔２〕マイクロ波ＩＤプレートシステムご使用に際してのご承諾事項 ⇒No.２／４ページ
　　〔３〕保証規定について ⇒No.３／４ページ
　　〔４〕他機器との電波干渉について ⇒No.４／４ページ

マイクロ波ＩＤプレートシステムの各マニュアルに、本書の留意事項を追加してお読み願います。

〔１〕制御機器ご使用に際してのご注意事項

● 対象マニュアル
　・JW-12DUユーザーズマニュアル（マイクロ波ＩＤプレートシステム）
　・JW-22DUユーザーズマニュアル（マイクロ波ＩＤプレートシステム）
　・DS-30Dユーザーズマニュアル（マイクロ波ＩＤプレートシステム）　
　・Z-355Jユーザーズマニュアル（マイクロ波ＩＤプレートシステム）

2004年９月作成

・当社制御機器（以下､当社製品）をご使用いただくにあたりましては、万一当社製品に故障･不具合などが
発生した場合でも重大な事故に至らない用途であること、および故障･不具合発生時にはバックアップ
やフェールセーフ機能が機器外部でシステム的に実施されることをご使用の条件とさせていただきま
す。
・当社製品は、一般工業などへの用途を対象とした汎用品として設計･製作されています。したがいまし
て、各電力会社様の原子力発電所およびその他発電所向けなどの公共への影響が大きい用途などで、特
別品質保証体制をご要求になる用途には、当社製品の適用を除外させていただきます。ただし、これら
の用途であっても、用途を限定して特別な品質をご要求されないことをお客様に承認いただいた場合に
は、適用可能とさせていただきます。
また、航空､医療､鉄道､燃焼･燃料装置､有人搬送装置､娯楽機械､安全機械など人命や財産に大きな影響
が予測され、安全面や制御システムに特に高信頼性が要求される用途へのご使用をご検討いただいてい
る場合には、当社の営業部門へご相談いただき、必要な仕様書の取り交しなどをさせていただきます。



〔２〕マイクロ波ＩＤプレートシステムご使用に際してのご承諾事項
No.２／４

マイクロ波ＩＤプレートシステム（以下､本システム）をご使用いただく前に、本システムの特性等を十分
ご理解いただき、万全の安全配慮をお願い申し上げます。本システムの特性等は、以下のとおりです。

１.他の無線機器との共存について
本システムは2.4GHz帯を使用しております。この周波数帯はISM（industrial science medical：工業･科
学･医療用）帯といい、工業用､科学用､医療用に開放されています。
最近、同一周波数帯の機器も多く設計されており、例えば無線LAN､Bluetooth､自動ドア開閉器､電子
レンジ､マイクロタイザー（治療器）､マイクロ波乾燥炉など、今後益々増える傾向にあります。
本システムは他のISM帯を使用した機器のうち特に同一の周波数帯を使ったシステムから何らかの影
響を受けます。影響を受けた場合、通信リトライが発生したり、通信距離が極端に短くなり、最悪
通信が全くできなくなります。また、ＩＤプレートに内蔵されている電池の寿命も通常より短くな
る場合があります。
同一周波数帯の機器以外（携帯電話､PHSなど）でも、本システムの近くで使用した場合、通信に影響
が出て、通信距離が短くなったり、通信できなくなったりする場合があります。　

２.水､雪の影響､長期屋外使用について
本システムは2.4GHz帯を使用しているため、アンテナおよびＩＤプレートの周囲に水が存在すると
少なからず影響を受けます。2.4GHz帯は、水に放射すると水分子が分極して振動し、分子と分子の
衝突による摩擦熱で水の温度が上昇するという物理特性があります。つまり電波エネルギーが熱エ
ネルギーに変換されて電波が減衰します。
よって、この周波数帯の物理特性上、水や雪の影響を避けることはできません。本システムを使用
時、通信距離が短くなったり、全く通信できなくなることがあります。
また、ＩＤプレートは、工場内のFA現場での使用を前提に設計され、防水性（IP-67 防塵･防浸形）､
耐衝撃性（980m/s 2）を有しています。ただし、屋外直射日光下で、雨雪や油､鉄粉などの直撃を受け
る環境下で、長期使用に伴う､ 変形や割れ､ これによる浸水、あるいは高温等による電池消耗などに
ついて保証するものではありません。

３.電波法について
本システムは電波法に基づき設計された構内無線局移動体識別装置および特定小電力移動体識別装
置に属する無線機器です。
特に、構内無線局移動体識別装置に該当する機器をご使用になる場合、無線局免許申請が必要です。
実際に運用可能になるのは、免許状交付後となりますのでご注意ください。免許の有効期限は５年
です。
免許申請せずに、本システムを使用したり、免許状の有効期限が切れた状態で使用した場合、違法
無線局とみなされます。

以上、当社の本システムをご使用いただくにあたり、上記内容を十分に考慮いただき、万一システム
が通信異常等の不具合状態に陥っても、人身事故などの重大な事故に至らない用途であること、ま
た、不具合発生時にはバックアップやフェールセーフ機能が機器外部でシステム的に実施されること
をご使用の条件とさせていただきます。
なお、上記内容にかかわらず生じた損害､機会損失､逸失利益､当社の予見の有無を問わず、特別の事情
から生じた損害､二次災害､事故保証､当社製品以外への損傷およびその他の業務に対する補償について
は、当社は責任を負いかねます。



〔３〕保証規定について
　　当社の制御機器に関する保証規定は、以下のとおりです。

No.３／４

＜無料修理規定＞
取扱説明書･本体注意ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間（１年間）内に製品に当社側
の責任による故障や瑕疵が発生した場合には、お買いあげの販売店、またはサービス会社が無料修理いたし
ます。ただし、離島およびこれに準じる遠隔地への出張修理は、技術者派遣に要する実費をいただきます。
１. 無料修理保証期間  ：製品の無料修理保証期間は、お買いあげ日､またはご指定場所に納入後１年間とさ
せていただきます。また、修理品の保証期間は、修理前の無料修理保証期間を超えて長くなることはあ
りません。

２. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
① 当社製品がお客様の機器に組み込まれて使用された場合、お客様の機器が法律で定められた安全装置
および業界で一般的に採用されている適切な機能･構造が備わっていれば回避できたと認められる故
障。

② ご使用上の誤り（不適切な保管･取扱い）､不注意､過失により発生した故障、およびお客様のハードウェ
アまたはソフトウェア設計に起因した故障。

③ 不当な修理や改造による故障･損傷。
④ お買いあげ後の取付場所の移動、または落下などによる故障･損傷。
⑤ 取扱説明書などで指定された消耗部品（電池･バックライト･ヒューズなど）が、適切に保守･交換され
ていれば回避できたと認められる故障。

⑥ 電池の液漏れによる故障･損傷。
⑦ 消耗品（リチウム電池など）が消耗し、取り替えを要する場合。
⑧ 工場出荷当時の科学技術レベルでは予見不可能な事由に起因する故障。
⑨ 火災･公害･異常電圧･定格外の使用電源（電圧･周波数）および地震･雷･風水害その他天災地変など、外
部に原因がある故障･損傷。

３. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
　 （THIS  WARRANTY  CARD  IS  ONLY  VALID  FOR  SERVICE  IN  JAPAN.）
海外で使用される場合は、事前に販売店を通じて当社へご連絡をいただいたうえ、別途「覚え書」の締
結が必要です。

＜生産中止後の有償修理期間＞
１. 当社が有償にて製品修理を受け付けることができる期間は、その製品の生産中止後７年間です。
生産中止に関しましては、当社ホームページ（http://www.sharp.co.jp/sms/）にて告知させていただきます。
ただし、下記のような場合は、有償修理期間内であっても、修理の受付に応じかねる場合があります。
① 故障箇所が、プリント基板の焼損などに及んでいる場合など、修復が不可能な場合
② 技術革新、その他の事由などにより、保守部品の入手が困難になった場合などの不測の事態が生じた
場合

２. 生産中止後の製品供給（補用品も含む）はできません。
＜機会損失､二次損失など保証責務の除外＞
保証期間の内外を問わず，当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社製品の故障に起因する
お客様での機会損失、逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次損害、事故補
償、当社製品以外への損傷、およびその他の業務に対する補償については、当社は責任を負いかねます。



〔４〕他機器との電波干渉について
No.４／４

本システムで使用する周波数帯では、電子レンジ等の産業･科学･医療用機器のほか第二世代小電力デー
タ通信システム、移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を
要しない無線局）が運用されています。
これらの機器と本システムを同じ場所で使用すると電波干渉が起こる可能性があります。
使用する周波数帯が異なっていても、携帯電話･PHS･アマチュア無線機器等は送信電力が大きいため、
ＩＤプレートと同じ場所で使用すると電波干渉が起こる可能性があります。

本システムが正常に通信できなくなる場合があります。
ＩＤプレートの電池が消耗し、寿命を縮めることがあります。

1. 本システムの機器（以下､本機器）を使用する前に、近くで第二世代小電力データ通信システム、
移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してくだ
さい。

2. 万一、本機器から別の移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合に
は、速やかに電波の発射を停止した上、販売元までご連絡頂き、混信回避のための処置等
（例：パーテーションの設置）についてご相談ください。
3. その他、本機器から第二世代小電力データ通信システムまたは移動体識別用の特定小電力無線
局に対して、電波干渉の事例が発生した場合などお困りのことがあれば、販売元までお問い合
わせください。

なお、アンテナ（DS-1AK/5AK/20AK）には、下記の 「無線ラベル」 と 「注意ラベル」 を同梱しています。

① 無線ラベル
機器の本体または近くのわかりやすい位置に、無線ラベルを貼り付けてください。
無線ラベルは、「当機器は2.4GHzを使用する送信電力16mW（DS-20AKのとき）の移動体識別（RFID）
用無線設備であり、周波数帯は2450MHzを使用しています。」 ということを明示するためのものです。
2.4GHz帯を使用する機器を運用する場合は、上記の内容を明示することが義務付けられています。

●電波干渉が発生すると

●現場での対処方法

2.4RFID 1mW2.4RFID 16mW

・DS-5AKに同梱の無線ラベル・DS-20AKに同梱の無線ラベル

2.4RFID 0.14mW

・DS-1AKに同梱の無線ラベル

② 注意ラベル
電波干渉の問題が発生した場合のために、注意ラベルはサービス対応の連絡先（販売元）を記載の
上、わかりやすい位置に貼り付けてご使用ください。
　・注意ラベル

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか第二世代小電
力データ通信システム、移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無
線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

連絡先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

上記の「●現場での対処方法」を記載しています。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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